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議
案
は
、
令
和
6
年
度
事
業
実
績
報
告
、
同

収
支
決
算
報
告
、
監
査
結
果
報
告
が
承
認
さ
れ

た
後
、
令
和
7
年
度
事
業
計
画
並
び
に
予
算
計

画
に
つ
い
て
審
議
し
、滞
り
な
く
承
認
さ
れ
た
。

特
に
、
令
和
6
年
度
事
業
実
績
報
告
で
は
、
事

業
推
進
施
策
と
し
て
「
忠
魂
碑
等
の
現
況
調
査

の
継
続
」
を
図
り
、
秋
の
集
中
調
査
に
よ
り
、

新
た
に
16
か
所
の
忠
魂
碑
を
発
見
す
る
と
と
も

に
、「
吉
備
の
国
巡
礼
ウ
ォ
ー
ク
」
に
2
回
参

加
し
、9
か
所
の
忠
魂
碑
の
現
況
を
把
握
し
た
。

ま
た
、
昨
年
度
か
ら
実
施
を
し
て
い
る
「
近
現

代
史
・
思
想
の
調
査
及
び
研
究
」
の
第
2
回
の

催
し
と
し
て
、
元
幹
部
陸
上
自
衛
官
有
志
執
筆

の
「
現
代
戦
研
究
2
0
2
4
」
を
資
料
と
し

て
勉
強
会
を
実
施
し
、
参
加
者
相
互
の
意
見
を

交
換
す
る
と
と
も
に
理
解
を
深
め
た
。

　

令
和
7
年
度
事
業
計
画
で
は
、
方
針
と
し
て

「
世
代
交
代
に
よ
る
内
部
態
勢
の
充
実
を
図
り

つ
つ
、
偕
行
社
設
立
の
根
本
精
神
「
英
霊
に
敬

意
を
」「
日
本
に
誇
り
を
」
を
継
承
し
、
戦
没

者
の
慰
霊
顕
彰
及
び
陸
上
自
衛
隊
へ
の
支
援
を

主
体
に
事
業
を
推
進
」
し
、ま
た
「
近
現
代
史・

思
想
の
調
査
及
び
研
究
を
実
施
す
る
」
事
を
重

点
に
事
業
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
に
し
て
全
員

の
賛
同
を
得
た
。

2　

講
演
会
並
び
に
情
報
交
換
会

　

そ
の
後
、
場
所
を
移
し
て
、
昨
年
度
同
様
に

岡
山
県
隊
友
会
と
の
共
催
行
事
と
し
て
、
11
時

30
分
か
ら
約
1
時
間
、
海
上
自
衛
隊
呉
地
方
総

監
部
幕
僚
長 

今
野
泰
樹
海
将
補
に
よ
る
「
海

上
自
衛
隊
・
呉
地
方
隊
」
と
題
し
た
防
衛
講
話

を
拝
聴
し
た
。

　

今
野
泰
樹 

海
将
補
は
、
昨
今
の
イ
ン
ド
・

太
平
洋
地
域
に
お
け
る
安
全
保
障
環
境
の
厳
し

さ
の
高
ま
り
と
と
も
に
、
海
上
自
衛
隊
・
呉
地

方
隊
の
任
務
と
重
要
度
の
増
大
に
つ
い
て
、

ユ
ー
モ
ア
を
交
え
た
興
味
深
い
講
話
を
聞
く
こ

と
が
で
き
て
大
変
有
意
義
で
あ
っ
た
。

　

続
い
て
、
13
時
15
分
か
ら
情
報
交
換
会
を
実

施
し
た
が
、
岡
山
県
隊
友
会
と
共
催
の
た
め
旧

知
の
O
B
と
も
再
会
し
て
近
況
を
交
換
し
合

う
な
ど
、
相
互
理
解
を
深
め
た
。

　

約
2
時
間
の
楽
し
い
時
間
は
あ
っ
と
い
う
間

に
過
ぎ
て
、
名
残
惜
し
か
っ
た
が
来
年
の
再
会

を
約
し
て
散
会
と
な
っ
た
。

青
森
県
偕
行
会

「
第
2
回
弘
前
忠
霊
塔
例
大
祭
」等

　に
協
力会

長　

稲
村
孝
司　

陸
自
75
期

　

7
月
27
日
（
日
）「
第
3
回
弘
前
忠
霊
塔
例

大
祭
」
が
行
わ
れ
た
。
遺
族
会
や
県
偕
行
会
、

県
隊
友
会
、
弘
前
駐
屯
地
な
ど
の
関
係
者
や
国

会
議
員
、
県
議
ら
約
60
人
が
参
列
し
、
戦
没
者

を
供
養
す
る
と
と
も
に
平
和
へ
の
祈
り
を
捧
げ

た
。
県
偕
行
会
は
、例
大
祭
へ
の
協
力
は
勿
論
、

前
日
の
同
塔
周
辺
の
草
刈
り
清
掃
奉
仕
に
も
現

役
自
衛
官
70
名
の
協
力
を
得
て
協
力
し
た
。
同

草
刈
り
清
掃
奉
仕
は
昨
年
か
ら
は
例
大
祭
前
日

に
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。
草
刈
り
清
掃
が
終

わ
っ
た
会
場
で
は
、
テ
ン
ト
張
り
等
の
例
大
祭

準
備
に
も
汗
を
流
し
た
。
テ
ン
ト
は
学
校
で
の

運
動
会
等
で
使
わ
れ
て
い
る
鉄
パ
イ
プ
の
8
本

支
柱
の
重
い
も
の
で
、
高
齢
役
員
12
名
に
よ
る

作
業
は
難
儀
な
も
の
だ
っ
た
。
テ
ン
ト
張
り
の

後
に
は
、
来
賓
者
用
の
椅
子
、
一
般
参
列
者
用

の
パ
イ
プ
椅
子
を
並
べ
、
忠
霊
塔
本
堂
で
の
慰

霊
行
事
の
中
心
と
な
る
弘
前
市
を
代
表
す
る
長

勝
寺
、
本
行
寺
、
海
蔵
寺
及
び
遍
照
寺
の
四
住

職
に
よ
る
読
経
の
準
備
を
行
っ
た
。

　

例
大
祭
は
、
猛
暑
の
中
、
9
時
半
か
ら
準
備

に
取
り
掛
か
り
、
11
時
か
ら
国
歌
斉
唱
に
始
ま

り
、
慰
霊
行
事
と
し
て
四
住
職
に
よ
る
読
経
に

よ
る
戦
没
者
の
慰
霊
が
行
わ
れ
た
。読
経
の
間
、

参
列
者
は
本
堂
で
順
次
焼
香
を
行
っ
た
。
引
き

続
き
、
例
大
祭
行
事
に
入
り
、
須
藤
会
長
の
挨

拶
、
来
賓
と
し
て
弘
前
市
長
代
理
、
岡
田
華
子

衆
議
院
議
員
代
理
、
阿
部
廣
悦
県
英
霊
に
こ
た

え
る
会
会
長
が
挨
拶
し
た
。
来
塔
者
感
想
文
の

紹
介
後
、「
海
行
か
ば
」
を
斉
唱
し
て
交
歓
会

へ
移
行
し
た
。

　

交
歓
会
は
、
長
勝
寺
内
の
「
御
成
り
の
間
」

で
行
わ
れ
た
。長
勝
寺
は
津
軽
家
の
菩
提
寺
で
、

同
室
は
殿
様
の
為
に
設
け
ら
れ
た
床
の
間
で

あ
っ
た
。
同
室
へ
の
移
動
は
、
忠
霊
塔
か
ら
長

勝
寺
の
庭
に
面
し
た
縁
側
か
ら
、
約
1
5
0

㍍
歩
い
て
と
な
っ
た
。
交
歓
会
は
、
弘
前
市
福

祉
部
長
、
遺
族
会
会
長
、
県
議
会
議
員
、
市
議

会
議
員
等
36
人
に
対
し
て
、
忠
霊
塔
を
守
る
会

の
活
動
を
紹
介
し
、
戦
没
者
の
慰
霊
の
場
と
し

て
維
持
・
管
理
に
一
層
の
理
解
を
深
め
る
機
会

と
な
っ
た
。

　

市
長
代
理
で
参
加
さ
れ
た
福
祉
部
長
は
、
春

に
着
任
さ
れ
た
女
性
部
長
で
弘
前
地
区
保
護
司

会
も
担
当
し
て
い
る
。
昨
年
参
加
さ
れ
た
部
長

は
早
々
に
退
席
さ
れ
た
が
、
今
年
の
部
長
は
女

性
会
員
か
ら
の
市
政
に
関
す
る
要
望
等
に
最
後

ま
で
応
じ
て
く
れ
た
。
毎
年
7
月
は
法
務
省
主

催
の
「
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
」
が
展
開
さ

れ
、
今
年
は
75
回
で
あ
り
、
弘
前
地
区
で
も
7

月
6
日
（
日
）
に
決
起
大
会
が
開
催
さ
れ
た
。

そ
の
目
玉
と
し
て
昨
年
暮
れ
の
衆
議
院
議
員
選

挙
で
、
自
民
党
議
員
を
破
り
初
当
選
さ
れ
た
立

憲
民
主
党
の
女
性
議
員
を
招
待
す
べ
く
、
保
護

司
会
会
長
と
し
て
同
部
長
に
具
申
し
て
却
下
さ

れ
て
い
た
因
縁
か
ら
、
や
や
反
感
の
気
持
ち
を

持
っ
て
い
た
が
、
忠
霊
塔
の
今
後
の
事
を
想
い

感
謝
の
心
で
対
応
し
た
。
そ
も
そ
も
戦
没
者
に

関
す
る
市
役
所
の
所
掌
事
務
が
、
福
祉
部
と
い

う
障
害
者
や
生
活
保
護
受
給
者
な
ど
を
対
象
と

す
る
福
祉
部
な
の
か
不
満
と
す
る
と
こ
ろ
で
も

あ
っ
た
。

　

来
賓
退
場
の
後
、
役
員
は
会
場
の
後
片
付
け

に
汗
を
流
し
た
。
呑
ん
だ
ビ
ー
ル
や
酒
も
醒
め

て
仕
舞
う
暑
い
中
で
の
作
業
と
な
っ
た
。
同
会

に
は
、
小
生
始
め
当
会
三
上
会
員
、
帯
川
会
員
、

北
畠
会
員
、
渋
谷
会
員
、
田
中
会
員
、
上
月
会

員
及
び
櫻
庭
会
員
の
8
名
が
参
加
し
た
。

　

そ
の
様
子
は
、
翌
28
日
に
地
元
新
聞
陸
奥
新

報
の
二
面
に
大
き
く
報
道
さ
れ
、
県
民
及
び
市

民
に
大
き
な
関
心
を
呼
ん
だ
。

　

タ
イ
ト
ル
「
戦
没
者
供
養　
平
和
へ
祈
り 

弘

前
忠
霊
塔 

で
例
大
祭
」
と
共
に
忠
霊
塔
と
大
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祭
会
場
の
テ
ン
ト
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
た
。

　

例
大
祭
翌
日
は
、
引
き
続
く
猛
暑
の
中
、
テ

ン
ト
の
撤
収
作
業
を
役
員
で
も
あ
る
偕
行
会
員

3
人
を
含
む
7
人
で
行
っ
た
。
テ
ン
ト
の
貸
し

主
で
あ
る
地
元
堀
江
建
設
（
明
治
時
代
に
弘
前

偕
行
社
を
建
て
た
会
社
）
の
社
員
・
操
縦
手
と

助
手
2
人
の
支
援
が
あ
っ
た
も
の
の
、
重
い
支

柱
と
シ
ー
ト
及
び
重
し
ブ
ロ
ッ
ク
の
回
収
は
老

体
に
応
え
た
。

　

7
月
も
終
わ
り
、
い
よ
い
よ
8
月
は｢

弘
前

ね
ぷ
た
ま
つ
り｣

で
あ
る
。
弘
前
桜
祭
り
に
合

わ
せ
て
5
日
間
全
室
を
一
般
公
開
し
た
の
に
続

き
、
ね
ぷ
た
ま
つ
り
期
間
中
の
1
日
か
ら
3
日

と
お
盆
と
な
る
12
日
か
ら
14
日
の
6
日
間
も
忠

霊
塔
本
堂
、
納
骨
堂
、
礼
拝
の
間
な
ど
全
室
を

一
般
公
開
し
た
。
時
間
は
午
前
9
時
か
ら
午
後

4
時
ま
で
の
間
で
、
毎
日
2
名
の
役
員
が
説
明

に
当
た
っ
た
。
偕
行
会
員
は
6
日
間
7
名
が
担

当
し
た
。

　

来
場
者
に
は
、
先
ず
、
本
堂
前
の
常
時
開
放

室
に
掲
示
さ
れ
て
い
る
青
森
県
戦
没
者
銘
板

2
万
9
1
7
6
柱
の
氏
名
と
約
1
7
0
0
の

骨
壺
を
説
明
す
る
。
併
せ
て
お
釈
迦
様
の
仏
舎

利
及
び
三
蔵
法
師
の
霊
骨
が
納
め
ら
れ
て
い

る
、
全
国
で
も
希
少
な
忠
霊
塔
で
あ
る
こ
と
を

加
え
る
。
引
き
続
き
、
本
堂
に
案
内
し
、
仏
舎

利
及
び
三
蔵
法
師
の
霊
骨
が
納
め
ら
れ
て
い
る

金
庫
と
忠
霊
塔
の
本
尊
・
木
造
の
軍
神
像
を
説

明
す
る
。
次
い
で
、
拝
礼
の
間
を
通
り
第
一
展

示
室
で
は
、
戦
争
の
記
録
を
パ
ネ
ル
を
使
っ
て

説
明
す
る
。
引
き
続
き
、
納
骨
堂
4
室
を
時
計

回
り
に
案
内
し
、
第
2
展
示
室
で
は
、
特
攻
隊

の
記
録
を
写
真
、
遺
書
、
パ
ネ
ル
で
説
明
す
る
。

来
塔
者
の
感
想
文
で
は
、「
様
々
な
寺
社
仏
閣

を
巡
っ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
ほ
ど
立
派
な
忠

霊
塔
を
見
た
の
は
初
め
て
で
す
（
東
京
都
）」、

「
○
○
遺
族
会
15
名
礼
拝
、
数
名
の
方
が
遺
族

の
名
前
や
骨
壺
を
確
認
さ
れ
、
感
激
さ
れ
て
い

た
（
青
森
県
）」「
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
か
ら
の

観
光
客
で
す
。雰
囲
気
が
と
っ
て
も
良
い
で
す
。

有
り
難
う
御
座
い
ま
す
」
な
ど
が
記
録
帳
か
ら

確
認
さ
れ
た
。

　

全
国
の
陸
修
偕
行
社
会
員
の
皆
様
、
是
非
弘

前
を
訪
問
し
て
下
さ
い
。
青
森
県
偕
行
会
が
ご

案
内
致
し
ま
す
。

寄
贈
図
書
の
紹
介

を
守
る
た
め
だ
っ
た
」
な
ど
で
し
た
。

　

な
お
事
変
当
時
の
関
東
軍
司
令
官
本
庄

繁
は
「
満
洲
事
変
ハ
排
日
ノ
極
ミ
、
鉄
道

爆
破
ニ
端
ヲ
発
シ
、
関
東
軍
ト
シ
テ
自
衛

上
止
ム
ヲ
得
ザ
ル
ニ
出
デ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ

テ
、
何
等
政
府
及
ビ
最
高
司
令
部
ノ
指
示

ヲ
ウ
ケ
タ
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ズ
、
全
ク
当
時

ノ
関
東
軍
司
令
官
タ
ル
予
一
個
ノ
責
任
ナ

リ
ト
ス
ル
」
と
の
遺
書
を
残
し
1
9
4
5

年
11
月
、
逮
捕
前
に
自
決
し
て
い
ま
す
。
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光
文
社
新
書 

本
体
1
5
8
0
円
＋
税

編
集
委
員
会

関
口
高
史
著
『
板
垣
征
四
郎
の
満
洲
事
変

─
本
当
に
独
断
だ
っ
た
の
か
？
』

　

著
者
の
関
口
高
史
氏
は
、
陸
自
88
期
、

第
1
空
挺
団
、
陸
上
幕
僚
監
部
調
査
部
、

研
究
本
部
総
合
研
究
部
、
防
衛
大
学
校
防

衛
学
教
育
学
群
戦
略
教
育
室
等
で
勤
務
し

た
予
備
1
等
陸
佐
で
す
。『
牟
田
口
廉
也

と
イ
ン
パ
ー
ル
作
戦
』（
光
文
社
新
書
）、

『
誰
が
一
木
支
隊
を
全
滅
さ
せ
た
の
か
』

（
光
文
社
N
F
文
庫
）
な
ど
の
著
作
の
他
、

N
H
K
『
新
・
映
像
の
世
紀
』
映
画
「
雪

風
」
な
ど
の
軍
事
考
証
も
行
っ
て
い
ま
す
。

　

本
書
は
、
陸
軍
中
央
部
の
視
点
で
は
な

く
、
現
地
部
隊
の
一
参
謀
：
板
垣
征
四
郎

の
視
点
か
ら
満
洲
事
変
に
真
摯
に
向
き
合

う
も
の
で
す
。

　

板
垣
は
「
平
和
に
対
す
る
罪
」
に
問
わ

れ
た
東
京
裁
判
に
お
い
て
、
満
洲
事
変
は

国
家
の
問
題
で
あ
り
、
侵
略
即
犯
罪
で
な

い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
個
人
の
問

題
で
は
な
い
、
と
語
っ
て
検
察
官
か
ら
の

追
及
に
真
っ
向
か
ら
戦
い
ま
し
た
。

　

板
垣
の
主
な
弁
明
は
、「
満
洲
事
変
は

『
自
衛
戦
争
』（
パ
ー
ル
判
事
の
「
自
衛
戦

争
論
」
と
一
致
）
で
あ
り
関
東
軍
参
謀
と

し
て
上
官
の
命
令
に
従
っ
て
国
家
の
利
益




